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Ⅳ 福祉のまちづくり運動の経過 
 

1 福祉のまちづくり運動の経過 

 福祉のまちづくり運動では、平成 9 年度から高齢者及び障害者を含む 16 名を

１チームとし、合計 4 チームのパトロール隊により、「福祉のまちづくりパト

ロール」に取り組んでいます。歩道や交差点などの段差、標識、看板などの据

付け状況の点検を行い、必要に応じて応急修理を行うほか、県道等については

機会あるごとに管理者に改善を要請しています。平成 9 年度から平成 18 年度ま

での間に合計 26 回、106 路線のパトロールを行い、改修が必要な 1,654 か所を

指摘しました。 

 福祉のまちづくり運動では、市民に対する啓発活動にも取り組んでいます。 

 平成 9 年には、福祉のまちづくりへの取組みの趣旨を端的に表現するキャッ

チフレーズを、小中学校や市報を通じて公募し、1,593 点の応募作品の中から「暮

らし良い街はあなたのおもいやり」を選定しました。 

 毎年秋には「福祉のまちづくりフェスティバル」を開催し、介護用品等の展

示、点字体験、手話体験、疑似体験、相談コーナー、講演会の実施等を行って

います。平成 15 年度からは、一層の福祉意識の高揚を図るため、福祉関係諸団

体が実行委員会を組織し開催している「市民ふれあいハートまつり」と同時に

開催しています。 
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【参考 福祉のまちづくりパトロールの実績】 

回 実施日 地域名 指摘箇所数 回 実施日 地域名 指摘箇所数

市役所 19 川間小学校 17

欅のホール 22 川間中学校 13

南コミセン 9 北部中学校 25

北コミセン 12 岩名中学校 8

市役所 33 清水公園駅 14

欅のホール 9 愛宕駅 13

南コミセン 14 野田市駅 18

北コミセン 31 川間駅 8

市役所 21 関宿南部公民館 30

欅のホール 10 関宿中央小学校 11

南コミセン 12 関宿会館 31

北コミセン 13 関宿小学校 23

市役所 13 北コミセン(1) 8

欅のホール 15 北コミセン(2) 16

南コミセン 19 東部公民館(1) 11

北コミセン 20 東部公民館(2) 14

市役所(1) 12 木間ケ瀬小学校(1) 12

市役所(2) 7 木間ケ瀬小学校(2) 8

欅のホール(1) 31 南部梅郷公民館 17

欅のホール(2) 19 福田公民館・福一小 10

南コミセン 15 欅のホール(1) 21

北コミセン 20 欅のホール(2) 16

川間公民館 10 川間公民館 20

福田公民館 18 いちいのホール 19

東部公民館 21 宮崎小学校(1) 15

北部公民館 17 宮崎小学校(2) 5

東部公民館 11 川間公民館 5

北部公民館 13 いちいのホール 14

川間公民館 12 北コミセン 20

福田公民館 20 福田公民館(1) 10

中央小学校 15 福田公民館(2) 14

宮崎小学校 20 関宿北部公民館 24

東部小学校 20 柳沢小学校 9

川間小学校 14 山崎小学校(1) 5

南部梅郷公民館 18 山崎小学校(2) 11

南部小学校 19 関宿北部公民館 22

山崎小学校 18 尾崎小学校(1) 32

清水台小学校 15 尾崎小学校(2) 9

福田第一小学校 12 清水台小学校 7

福田第二小学校 11 関宿中部公民館 18

二ツ塚小学校 10 岩木小学校(1) 25

柳沢小学校 21 岩木小学校(2) 3

北部公民館 11 清水台小学校 14

七光台小学校 13 関宿中部公民館 16

岩木小学校 19 南部小学校(1) 11

尾崎小学校 9 南部小学校(2) 29

宮崎小学校 32 東部公民館 15

第一中学校 20 関宿会館 12

南部中学校 9 福田第二小学校(1) 5

南部小学校 14 福田第二小学校(2) 4

東部小学校 25 東部公民館 9

第二中学校 28 関宿会館 14

福田第一小学校 9

福田中学校 14
1,654

第２５回 平成18年10月3日

第２６回 平成18年10月3日

平成17年5月17日

第２３回 平成18年5月17日

第２４回 平成18年5月17日

平成14年10月9日

平成14年5月17日

第１６回

第１５回

合　　計

平成13年10月9日

平成11年9月27日

第１７回

平成16年3月29日

平成17年1月17日

平成15年5月28日

平成14年10月22日

平成17年1月17日

第１８回

第１９回

第１回

第２回

第３回

第４回

第５回

平成13年10月30日

第９回

第１０回

第１１回

平成10年4月8日

平成10年10月30日

平成11年2月26日

第８回

第６回

第７回

平成13年6月4日

平成12年12月1日

第２０回

第２１回

平成9年9月2日

第１２回

第１３回

平成17年5月17日

平成17年10月13日

第２２回 平成17年10月13日

第１４回

平成11年12月1日

平成12年10月5日

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【写真 福祉のまちづくりパトロールの光景】 



 24

2 交通バリアフリー法専門部会の取組み 

 

 平成 12 年 11 月の交通バリアフリー法の施行を受け、平成 13 年 7 月、福祉の

まちづくり運動推進協議会に交通バリアフリー法専門部会を設置しました。専

門部会は、自治会の代表、障害者団体の代表、高齢者団体の代表、医療機関の

代表、養護学校の代表、交通安全協会、社会福祉協議会の代表の合計 20 人で構

成されています。 

 これまで、部会を 4 回開催し、移動円滑化基本構想作成のための重点整備地

区案や当該地区のバリアフリーに対する専門部会としての意見について協議を

重ねてきました。その結果、愛宕駅と市役所、愛宕駅と欅のホールを結ぶ地区

を重点整備地区案とすることがふさわしいことや、当該地区に望まれるバリア

フリー化に対する意見が集約されました。 

 

 実施年月 協     議     内     容 

第 1 回 平成 13 年 7 月 

・交通バリアフリー法の説明 

・東武野田線市内各駅の問題点の討議 

・重点整備地区候補地について 

第 2 回 平成14年11月 ・基本構想作成を取り巻く現在の情勢 

第 3 回 平成 17 年 2 月 
・梅郷・清水公園・七光台各駅の東西連絡通路と駅舎整備に

際してのバリアフリー化案ついて 

第 4 回 平成 18 年 3 月 

・愛宕駅周辺地区整備事業計画について 

・交通バリアフリー基本構想作成に向けての意見について 

・今後の基本構想作成作業と交通バリアフリー法の改正につ

いて 

 

 

 

 


